令和７年度第２回高知県救急医療協議会議事録

１日時　　　令和８年３月18日（水）18時30分～20時30分
２場所　　　高知県庁第二応接室(本庁舎2階）Web併用
３出席委員　野並委員、船井委員、田中委員、臼井委員（Web参加）、先山委員（Web参加）田村委員（Web参加）、溝渕委員（Web参加）、小野委員、川井委員（Web参加）、吉川委員、中城委員、三谷委員、佐々木委員（Web参加）、鳥谷委員
安岡委員、西山委員、江渕委員、中嶋委員、川谷氏(久川委員代理）
４欠席委員　矢部委員、久川委員
５オブザーバー　原　真也氏　（高知赤十字病院　救命診療部副部長）　　　
〈事務局〉　消防政策課、医療政策課

１．開会
２．挨拶　高知県健康政策部医療政策課長　高橋
３．議題
（１）第８期高知県保健医療計画の評価について　　　　　　 　 　　　　　　　　　（２）医療機関に所属する救急救命士の特定行為の認定について
（３）高知県傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準について
（４）救急患者連携搬送料の施設基準に係る取扱いについて　　　
（５）救急搬送における選定療養費の徴収について             
４.報告事項
　（１）救急告示病院の新規認定について　　　　　　　 　      
　（２）救命救急センターの新しい充実段階評価について　　　   
　（３）心肺蘇生を望まない傷病者への救急隊の対応に関する
プロトコールに基づく対応実績について　　　　　　　　 
（４）気管挿管実習について
　（５）その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
５．閉会


（事務局）
それでは、定刻になりましたので、ただいまより、令和7年度第2回高知県救急医療協議会を開催いたします。
本日の会議の司会を務めさせていただきます。事務局、医療政策課の島村と申します。
よろしくお願いいたします。
開会にあたりまして、高知県健康政策部医療政策課長の高橋よりご挨拶を申し上げます。

（医療政策課長　高橋）
皆様には本日お忙しい中、また年度末にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
本日は本年度2回目の救急医療協議会となっております。
次第を見ていただければと思いますけれども、本日議題としては、まず5つ。
第8期の県医療計画の進捗などについて、他4件ということになっております。
また報告事項といたしましては救急告示の新規認定について、他4件を予定しております。
救急医療に関しては高齢化に伴いまして、救急搬送が増加する中、限られた資源を効果的に活用し、質の高い、救急医療体制を確保していくということが求められておりますので、本日は限られた時間ではございますけれども、救急医療体制の確保に向けて、活発な意見交換をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

（事務局）
本日は、委員20名のうち18名の方にご出席をいただいております。
今回お配りしている資料の名簿の方で、幡多中央の鳥谷消防長は会場と入っているのですけれども、本日、WEBにてご参加をいただいております。
また、委員に代わりましてご出席いただいております方をご紹介させていただきます。
安芸市消防本部消防長、久川委員に代わり、安芸市消防本部救急救助係長、川谷様にWEBにてご出席をいただいております。
また、幡多けんみん病院長の矢部様は、幡多地区の高知県地域医療構想調整会議の方に今回ご出席されるということで欠席となっております。
また、オブザーバーとして、高知赤十字病院救命診療部副部長の原様にWEBにてご出席をいただいております。
本日の協議会につきましては、高知県救急医療協議会の組織及び運営に関する規則第7条3項に定める、議事及び議決に必要な要員数を満たしておりますので、ご報告させていただきます。
それでは、これよりの進行につきましては、野並会長にお願いいたします。
よろしくお願いいたします。

(野並会長)
野並です。よろしくお願いいたします。
本日、活発なご議論、期待をしております。
まずは議題に入ります。
議題1、第8期高知県保健医療計画の評価についてです。
この計画は令和6年4月から令和11年度までの、6か年計画で取り組んでいるもので、令和6年度が最初の年度でした。毎年、進捗管理を行い、目標の達成状況や取組と今後の対策について、評価をすることとなっています。
それでは、事務局から説明をお願いします。

(事務局)
医療政策課の濵田でございます。
議題1についてご説明します。
右方資料１－１をご覧ください。
第8期保健医療計画評価調書救急医療の項目になります。
現状としまして、一番左の欄ですが、高知県の救急搬送の状況として、緊急出動件数及び搬送人員は増加し、過去最高となっており、救急車による搬送人数のうち、65歳以上の高齢者の割合は7割を超え、特に75歳以上の後期高齢者の割合が増加しています。
また傷病程度では、軽症者の割合が半数近くとなっています。
資料の一番右側、医療計画の数値目標について説明します。
まず一番上の段、救急車による、軽症者の搬送割合について、こちらは令和11年度までの目標として、30％に対し、現状令和6年度末で42.2％となっています。
2段目に移ります。救急隊のうち、常時救急救命士が配備されている割合は、現状90％で、目標の100％を目指しております。
3段目の救急車による医療機関への収容時間は、38分を目標値としておりますが、現状は45.1分程度となっています。
その下4段目、救命救急センターへの搬送割合は、目標の30％に対し、現状40.2％となっております。
一番下の5段目、救急搬送時の照会件数、4回以上、現場滞在30分以上の割合、搬送困難事案と言いますが、これは令和4年度末で7.2％だったものが、令和7年8月末時点では3.1％。直近値では、令和8年1月末時点で2.9％まで低下しており、改善の傾向にはありますが、最終的に1.8％を目標としています。
続いて資料の裏面、右方資料1－2をご覧ください。
先ほどの第8期医療計画の現状や課題に対し、令和6年度に取り組んだことをご説明いたします。3つの課題に取り組みました。
まず1番目。一番端のＰ（計画）の1段目です。
救急医療の適正利用及び受診支援については、テレビ、ラジオ番組、広報誌、ポスターや救急ガイドブック等の配布による県民への啓発、また、高知県救急医療情報センターや、高知家の救急医療電話＃7119、こうち子供救急ダイヤル＃8000等の電話相談対応を行いました。
右側のÅ(改善)欄をご覧ください。
軽症者の割合は低下傾向にありますが、今後もなお一層消防本部や救急医療機関の負担軽減を図っていく必要があります。
上から2段目。左端Ｐ（計画）欄をご覧ください。
2段目、救急搬送体制の充実というところでは、救急隊員の救急救命士養成所への派遣や、資格取得者の採用を進めています。
右端改善欄をご覧ください。
救急救命士数は増えていますが、定年退職者もいらっしゃることから、今後もさらなる救命士の確保が必要となっています。
引き続き、救急隊の資質向上の機会を増やし、症例検討会や研修会への参加を進めて参ります。
最後に、上から3段目、救急医療提供体制の充実です。
１つ目に、医師確保や医師の働き方改革への取組を進めています。
（2）救急医療提供体制の充実として、3つの救命救急センターの負担を軽減するために、高知県救急医療協議会や、救急医療関係機関意見交換会などで関係者間の課題を共有し、連携体制を構築すべく課題の抽出に取り組んでいます。
一番右A改善案をご覧ください。
1つ目に、医師確保では、救急科の医師数が十分とは言えないため、引き続き若手医師の育成の取り組みを継続してまいります。また、県外からの医師の招聘に向けた取り組みも継続していきます。
2つ目、救急医療提供体制の充実では、三次救急医療機関である3つの救命センターと2次救急医療機関の連携について、意見交換会や協議会等で課題検討を行っています。
続いて資料の、右方1－3、3ページ目をご覧ください。令和７年度の取り組みの途中経過について報告します。
まず、一番上の救急医療の適正利用及び受診支援というところで、引き続き県民に向けて、ガイドブックの配布、ポスター広報等を積極的に行っています。数字としては、救急医療情報センターの相談件数、♯8000、♯7119の相談件数を上げています。
2段目、救急搬送体制の充実というところで、救命士の確保や教育について、一般財団法人救急振興財団が行う救命士養成講座へ研修候補者13名が参加しており、また、消防本部を4ブロックに分けた合同研修会を実施しました。
今後も、メディカルコントロール専門委員会において、救急活動及び特定行為、または各種プロトコールの策定に関することなどについて協議をしていきます。令和8年2月には高知県JPTECプロバイダーコースを開催しました。
3つ目の段です。
救急医療提供体制の充実というところで、医師確保については、医学生に医師養成奨学貸付金を貸与し、令和7年には新規の貸与者25名を達成しました。また、高知県医療再生機構による医学生・医師を対象とした支援を継続しています。
また、医療勤務環境改善センターによる相談対応などで、「医師の働き方」改革への対応を含めた勤務環境改善の取組を実施しています。
救急医療提供体制の充実、3つの救命センターの課題、特に循環器救急の体制を関係者で共有をしました。そして大学を含めた、また循環器の先生方のご意見を踏まえて意見交換会を行っています。
周産期の救急医療体制について、関係者間で体制の構築をしております、また、転院搬送に係る消防救急車への負担を軽減し、病院間の転院搬送をより促進させるため、来年度は病院救急車活動促進事業への取り組みを、意向調査及び参加に向けて検討を実施しました。
議題1の説明については以上となります。

（野並会長）
第8期高知県保健医療計画の評価についてということで、事務局から説明をいただきました。これに関しまして、ご意見等ございませんでしょうか。

（田中委員）
救急医療提供体制の充実ということで、3次の病院や2次の病院の協議会等を開くというふうになっているわけですけど、具体的にどのような方向性で、３次と２次の連携関係をつくっていくかというのは、もう決まってらっしゃるんでしょうか。

（事務局）
医療政策課です。
昨年度から下り搬送について、積極的に県の中で、やっていく体制を構築していくとか、いろいろ検討はしておるんですけれども。具体的には、来年度の予算で、2次救急告示の病院さんが転院搬送などに使える病院救急車の整備という予算の措置や、2次告示の病院さんの設備整備の助成の予算を、今までうちの方でなかなか構えることができなかったんですけれども、今回国の補助金を活用して、単年度だけになるんですが、そういったことを支援して、救急告示の病院の体制というのを、強化していくっていうことを考えております。
ただ、2次と3次の連携という部分は検討中のところが多くて、来年度に、また意見交換会を開催させていただいて、そこでいろいろな方のご意見をいただきながら、できれば、令和9年度に、何か新しい打ち出しもできるように考えていきたいと思っています。

（三谷委員）
南国市消防本部の三谷です。
下り搬送の話が出ておりましたが、その下り搬送する物というか、車両については消防も一応それはもう、1つ入っている感じでしょうか、それとも民間とかあと救急病院の、施設の救急車というような形でしょうか。


（事務局）
県の方で今考えているのは、できれば、消防の救急車を使わずに病院の方で、病院救急車を整備していただいて、転院搬送していただくっていう形で、下り搬送を拡大していくというのを考えておりますが、実態的になかなかその病院さんも一定その下り搬送の件数とかが育っていかないと、なかなかその病院救急車を整備したとしても、ランニングコストとか、運用面で課題が多いかと思いますので、一定下り搬送が、県内である程度普及していくまでは、消防さんのご協力っていうのもいただいていかないといけないかなと思っております。

(野並会長）
これは令和8年度の診療報酬改定の中に、下り搬送で、救急車を使わないものについて、点数がつくような、おそらくあれは介護タクシーとかあるのを想定している。もちろん自分ところの救急車もあれですけど、なかなかそれはうまくいかないんで、介護タクシーなんかに乗るとか、職員が乗るとか乗らないとかそんなことについても点数があるような、ですから救急車を使うということを必ずしも前提にしているわけではないということですね。拡大していくうえで。

（事務局）
医療政策課です。
そうですね。令和6年度の診療報酬の改定で、措置された下り搬送の連携搬送料については、病院の医師または看護師が同乗して、転院搬送を行う場合に点数がつくというものになっております。
下り搬送を行うにあたって、なかなか病院の、しかも救急車でっていうことになっていますので、それを満たすっていうのはなかなか難しくて、県の方で正確な数字っていうのはしっかりまだ把握できていないんですけれども、月あたり10数件ぐらいしか、1病院あたりまだ連携搬送料取れるような下り搬送はできていないとポツポツ聞いていまして、そういったのもできれば拡大できるように、取り組みを進めていきたいとは思っています。

（西山委員）
高知大学の西山です。
下り搬送についてはですね、令和6年度のところで書いてあった基準は、年間の救急車が2000台以上受けている施設から、下り搬送ということになります。
ということは高知県では６病院が対象ということになります。
民間の１つの病院は、そこは、うちはそんなに下り搬送しないからいらないよというふうに言ってくれています。
2000台以上だから年間あるのは、６つの病院のうち、1つはしないということで、だから５病院が対象ということです。
下り搬送ですので、軽症ですから、医師が乗る必要はありません。
看護師または、救急救命士であって、医師は乗る必要はないんです。
その時の車両は、病院救急車でというふうに書いてありますので、病院救急車でということになります。
これが令和6年度だったんですけれども。
その時に、3つの救命救急センターと大学が、これに手挙げをしておりますので、それについて検討をしましたけれども、件数がどんどんどんどん増えているというわけではないけれども、ただ、高知医療センターさんなんかは、割と夜中に転院搬送しているんですよね。
しかしその下り搬送が、病院救急車は使わずに、使うこともあるんですけども、それよりも、介護タクシー、或いは、やむを得ない時は消防の救急車に頼んでいるというのが実情です。
令和8年は、やはり病院救急車で限定しているところはいかんだろうということで、結局、救急車両があっても運転する者が、そこでまた雇わなきゃいけないんですよね。大変だろうということで、病院救急車以外に、介護タクシーだとか、そういうのも認めましょうというような話があって、そこの議論が出ているところまで僕は知っているんですけど、令和8年はそうなりましたね。
ということで、令和8年度からは介護タクシーなども、その対象になるということで、多分、高知医療センターさんは割と介護タクシーを使われていますので、件数はドーンと上がった数字で出てくるんじゃないかと。
ただし、どんどん増えているかというと、一定の数がずっとあるというような形ですね。
そんな形で、これは低次搬送ですから、医師は乗る必要はなく、看護師、もしくは救急救命士ということになっています。

（吉川委員）
小さいことなんですけど、3ページのいろいろな救急相談窓口に＃8000と書いていますけれど、小児科の方は令和7年度から小児科オンラインっていうのが始まりまして、一定の効果があって、その小児科オンラインでは、受託会社の方からいろいろな情報も発信してくれるらしいですね。
それで、いつでも聞けるという安心感があるというような情報がありましたので、僕は＃8000に関わっているので、小児科オンラインどれぐらい効果があるのかと思いましたら、いくつかいい点もあるようなので、そのことを皆さんにお知らせしておきます。

（西山委員）
高知大学の西山ですけれども。
高知市消防局さんに聞きたいんですけれども、ちょっと事前に言っていなかったのでわからないかもしれないんですが、2月5日に高知市消防局が出動してですね、19件断られて、結局最終的に、渭南病院に救急搬送している症例があるんです。
これ、どんな症例だったのかなあと思いまして、高知市消防局さんどうでしょうか。

（中城委員）
手元に資料がないので、わかりません。

（西山委員)
ちょっといくら何でもこれってないなと思って、実は翌日、私日赤病院の方に行っておりましたので、日赤病院は1回だけかけてるんですよね。
2回目かけてくれてないんですよ。
話を聞いたら、ちょっと熱が出ているような感じだったので、もうインフルの部屋とコロナの部屋はもう満床だったので、取れないんだけど、渭南まで行くんだったら、外来にでも置いとくということは、できたと思うよということでですね。家族がなんか渭南の知り合いだったから行ったのかどうかはちょっとわからないんですけど、19番目にかけているところは、幡多けんみんにも断られて、なんでかっていうと、いくらなんでもそら高知市内で対処できるでしょう。この幡多まで来なくたってという意味で、断っているわけですね。
順番にいきますと医療センター、日赤、近森病院、高知医大、細木病院、図南病院、国吉病院、高知西病院、仁淀病院、土佐市民病院、愛宕病院、島津病院、医療センター、これ2回目。南国中央病院、野市中央病院、嶺北病院、くろしお病院、幡多けんみん病院、北島病院、渭南病院、ということなんですね。
だから、この、これ結構異常なことなんで。
高知市消防局さんがあまり印象ないっていうのはちょっと僕びっくりなんですけれども、ちょっとこういったのがあれば、やはりその事例事例で検討していただきたいなあというふうには思います。
ちなみに患者さんは91歳の女性で高齢者施設からの方ということです。

（川井委員）
近森病院です。
下り搬送の件で夜中でもどんどん送っていくっていう、ちょっと話あったんですけど。
2次救急の先生方って、多分みんな宿日直で泊まっていると思うんですけど。
どんどん来るっていうのは、これ多分、働き方的にはまずいかなと思うんですけど。
だから当院では、夜はオーバーナイトして、翌日お願いするような形で、下り搬送運用をしているんですけど、そのあたり県として何か問題はないでしょうか。

（事務局）
医療政策課です。
ご意見ありがとうございます。
県としてはですね、オーバーナイトして搬送するか、下り搬送の協定を結んで連携している病院さんとの関係で、オーバーナイトしなくてもすぐに夜中、転院搬送したいって言って、受入れができる体制をとっておるところであればですね、一夜過ごさなくてもですね、搬送していただいてもいいのかなと。
そこは、下り搬送を受ける受け手の病院さんと、出し手さんとの、その話し合いで決めていくもので一概にどちらじゃないと駄目とかですねどちらの方で進めていくっていうふうなふうには今の時点では考えてはない状況です。

（川井委員）
僕が言ったのは、宿日直っていうのは基本的にそんなに救急車を受けたりすると宿日直許可としてまずいんじゃないか、いいのかなと思って。

（事務局）
宿日直許可の、取っている病院さんについてはそういった点で、なかなか受けれないところはあると思いますので、そうじゃない病院さんで受けられるところがあれば、それは受けていただいてもいいのかなというような形で考えています。

（川井委員）
もう宿日直許可じゃなくて、夜やっているのは、当院、日赤、大学と医療センター以外はあまりないんじゃないかなと思うんですけどね。
それはわかりました。
あと1つ救急科の専門の先生が増えてきているけれどまだまだ足りないってお話があったと思うんですけれども。
確かにこの春の5、6人ですかね、救急プログラムに入るので、確実に増えているのですが、救急の専門医を取った後ですよね。
専門医を維持していくということを考えたときに、地域枠の人たちが、高知市、南国市以外に行かなきゃいけないんですけれども。
そういう意味で、指導医がいる施設っていうのが、高知市、南国市以外いないんですけれども。県として、そのあたりは、地域枠の扱いとか、今後どうするかとか考えていますか。

(事務局）
はい、ありがとうございます。
確かに今おっしゃられる通り、今その指導医の方が手薄で、送れないっていう状況があるということは承知しています。県としてはその指導医になっていただくお医者さんの方の研修支援とかも、これまでやっていますけれども、地域枠でなった方がやはり、これから第１期とか、最初のころに主役だった方が指導医になってきますので、そこでしっかり、地域の方で、指導できる体制をまずは作っていって、そこに送り込んでいけるような流れっていうのを作っていくというのが一番理想的な流れかなと思っておりますので、なかなか直ちにそこにいくことが難しいということもあるかもしれないので、そうした場合は例えば、郡部の方に、高知大に勤務していても、郡部の方でも少し行って勤務することで、多少義務を果たせたりするような取組っていうのが、もう少し拡張できないかなっていうことも、ちょっと今検討をしているところ。

（西山委員）
救急医学会の救急の専門医に関しては、地方に出てください、地域に出てくださいということで、そこに指導者がいなくてもそれは一応ＯＫということになっています。
ただ年数には数えられるんですよね。
ところが、専門医の次に指導医っていうのがあるんですけども、指導医はやはり指導医の施設じゃないと駄目なので、それをとるのが、ちょっと遅れるかなというところがあって、専門医に関してはおそらく地域に行けば誰もいないだろうというのはもう想定されていましたので、一応それは大丈夫ということになっております。

（野並会長）
それでは次に、議題2、医療機関に所属する救急救命士の特定行為の認定について。
説明をお願いします。

（事務局）
資料右方2－1をご覧ください。
高知県の医療機関に所属する救急救命士の特定行為の認定についてご説明します。
救急救命士法、平成3年施行の救命士法では、救命士の資格を定めるとともに、業務が適正に運用されるよう規律し、医療の向上に寄与することを目的として施行されました。また、医療法の改正に伴い、一部改正された救急救命士法が、令和3年10月1日から施行されています。
この法改正によって、医療機関に勤務する救命士の業務範囲が拡大しました。
令和3年の法改正では、従来「病院前まで」であった救命士による救急救命処置を行える場面は医療機関に勤務する救命士の業務を踏まえ、「救急外来まで」に拡大されました。
下の救急救命処置の具体的範囲を示しております。
厚生労働省通知によって、33処置が定められています。
このうち赤文字の2番から6番、こちらの5つの行為については、医師の具体的指示を受ける必要があり、これを特定行為と呼んでいます。
この特定行為を救命士さんができるようにするためには、救急救命士が、合格した国家資格の時期や処置内容により、講習及び実習を終了した後に、都道府県のＭＣ協議会、高知県であれば、高知県救急医療協議会の認定を受ける必要があります。
資料の裏面、６ページをご覧ください。
右側に消防機関に所属する救命士の特定行為の認定体制、現状の対応を示しております。
まず所属消防機関は、実習生の推薦を高知県救急医療協議会に提出し、実習生を承認。
そして医療機関で病院実習を行った後、医療機関が実習修了証を発行し、それを高知県救急医療協議会が認定して認定証を交付します。
消防に所属する救命士について、特定行為のプロトコルの作成、事後検証、再教育については、高知県救急医療協議会で実施しています。
一方、医療機関に所属する救命士の特定行為の認定体制は、現在高知県には存在しておりません。そこで、黄色の枠で囲った認定体制を、今回検討しています。
まず、医療機関において、病院実習を行い、実習修了証を医療機関が発行します。
修了証と、また下の赤文字に書いております、特定行為のプロトコル作成、事後検証、再教育は、所属医療機関内に設置される「救急救命士による救急救命処置に関する委員会」において実施されます。
その内容を、加味した認定証交付申請をもとに、高知県救急医療協議会で、特定行為ができる認定体制を新たに構築するものです。
審議事項としまして、一番下にあります、高知県内の医療機関に所属する救急救命士が行う、救急救命処置に係る認定要領を、今回策定し、消防機関に所属する救急救命士と同様に、高知県救急医療協議会事務局において認定作業を行うことを目的としております。このことにより、病院勤務する救命士さんの業務の幅、また、技能の向上を期待し、また、医療従事者のタスクシフトを見据えた関係を構築したいと考えています。
続いて資料7ページをご覧ください。
こちらは高知県内の医療機関に所属する救急救命士が行う救急救命処置に係る認定要領(案)です。
認定を必要とする救急救命処置は、第1に5つあります。ここでは、ご説明は省略します。次に、第2対象者は、救急救命士の資格を有する者で、認定を必要とする上記5つの救命措置に係る講習及び実習を修了した者とする。
ただし、次に掲げる者は認定を要しない。というところで、国家資格の合格のタイミングによって、認定を要しないというところが挙げられます。
第3認定申請手続きについてです。まず様式１について、認定申請書を医療機関から高知県救急医療協議会に提出していただきます。添付資料としまして、救急救命士免許証の写し、講習の修了証及び実習の修了証、資料の8ページをご覧ください。
認定を受けようとする救急救命処置に係る講習や実習の内容がわかるプログラムまたはカリキュラム。最後に、救急救命士の所属医療機関における救急救命処置の実施に関する委員会が定める規程などを医療機関の管理者から、高知県救急医療協議会に提出をしていただきます。
第4認定について、救急医療協議会事務局は申請書類を確認し、消防本部からの申請と同様に申請者を経由し当該救急救命士に対して認定結果を通知します。また、内容に変更があった場合には、変更届を出していただくこととしています。
続いて、資料9ページが申請書に、10ページが変更届になります。11ページについては、既に認定された救急救命士にかかる認定証明書の発行申請書になります。
資料の12ページから16ページは、それぞれの特定行為別の認定証になります。17ページに認定を受けた救命士に対する通知の文書、病院長宛の通知を救急医療協議会が発行します。18ページは、認定を必要とする救命処置を行う救命士を一覧表にしたリストです。
19ページは、こちらは年に1度、認定を必要とする救命処置を行う救命士さんを登録した医療機関から定期報告をいただく書面になっています。
21ページから、資料2－3については、令和3年の法改正に基づいて、日本臨床救急医学会が、医療機関に勤務する病院救命士の救急救命処置実施についてのガイドラインを示したものです。このガイドラインに沿って、医療機関において、委員会設置や研修の実施を行っていただきます
以上が、高知県で新たに取り組んでいきたいと考えている病院救命士の特定行為の認定体制です。

（野並会長）
医療機関に所属する救急救命士の特定行為の認定について説明がありました。
この件につきましてご意見はございませんでしょうか。

（三谷委員）
南国市消防本部三谷です。
今までですね、気管内チューブによる気管挿管と気管確保については、認定を貰えるのに、30名の方に、実際挿管をすることによって認定を貰えていたというところがあるんですが、今回追加になった部分について、講習は救命士の研修のときに受けてくるとして、実習というのは、具体的にどのようなものが考えられるでしょうか。

（西山委員）
全く一緒です。
全く同じ実習をやるということであります。
所属しているのが消防署の救急救命士だったら、消防署の方から病院の方に依頼があって、そして実習を実際、30症例やってもらいます。
病院に所属していたら、その消防署からの依頼っていうのはないですよね。
ということで今回これ決めて、やる内容はもう全く一緒です。
全く一緒のことをすれば、認定してもいいだろうというようなことで、そこは差はつけないというような形に考えています。

（川井委員）
近森病院の川井です。
うちも結構救命士さんがいて、こういう制度とてもタスクシフトという意味で、有り難いと思います、ちょっと気になったのは、消防の方で既に、実習が終わっている人は逆に、対象者ではないってことは、そういう人たちが例えば近森病院に就職したら、そのままもう院内でできるというふうに理解してよろしいですか。
院内は院内で、ちょっと特殊な環境でチーム医療であるとかいろいろなこともあるので、そういう講習とか不要なんでしょうか。

（事務局）
医療政策課です。
資料の53ページをごらんください。
ガイドラインで消防機関での実務経験を有する救急救命士への対応というところで、院内規定がそれぞれ医療機関も異なっているので、まず自らの医療機関の規定を理解させて、チーム医療への医療についても、研修、講習等を行うことで、浸透を図っていくことが必要かと考えます。

（川井委員）
それは院内の方で、きちっとやってくださいという理解でよろしいですね。

　（事務局）
はい。

(川井委員）
はい、わかりました。ありがとうございます。

（西山委員）
メディカルコントロール専門委員会委員長の西山です。今の質問ですけれども、今まで救命士ができている特定行為というものは、高知県内の救急救命士さんであれば、病院に勤めていてもその行為はできます。
他県の場合っていうのはちょっとややこしくなってくるんですけれども、今回は高知県の場合っていう、多分その救急救命士さんは、救急医療協議会の認定でもって、消防機関にいたときに認定をもらっているはずなんですね。
高知県の救急協議会はもう認定を出しているわけですから、今後は消防機関に勤めていようと、医療機関に勤めていようと、その認定はＯＫということになります。
ただし、この病院救命士さんは、消防救命士さんとちょっと違うところは、多職種で働くということ。それから感染症のことについては、いろいろな感染症が病院の中にありますよね。
そういうことを理解していただくこと。
「チーム医療」「医療安全」「感染対策」この3つの講義を受けていただければ、病院でこの講義やってくれて構いません。これさえやれば、今まで認定された、救急医療協議会が認定しているわけですから、高知県の病院の方でも、救急医療協議会は認めますよという立て付けになっております。

（野並会長）
それでは次に移ります。
議題3、高知県傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準について、事務局から説明をお願いします。

（事務局）
高知県消防政策課の小松と申します。
資料59ページをお開きください。
こちら高知県傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準について、説明をさせていただきます。
59ページから78ページまでがですね、現行の搬送基準と改正案の新旧対照表になっております。
79ページから96ページがですね、改定案の搬送基準になっております。
67ページの方、お開きください。
まず改正内容としましては、高知県傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の、緊急度、重症度判断基準の小児の重症患者について、現行の搬送先は、高知医療センター、及び高知赤十字病院となっているところを、高知医療センターのみに変更するものになっております。
改正の背景としましては、現行の第8期の高知県保健医療計画の策定作業時において、令和5年度に実施されました、小児医療体制検討会議の中で、高知赤十字病院の委員の医師の方から、高知赤十字病院の方が夜間や輪番以外の祝日、休日には、小児科医の方が不在であり、小児内科疾患の24時間体制での対応は、実情にそぐわないというふうな意見がありまして、第8期の保健医療計画の方では、重篤な小児救急患者を24時間受入れを行う医療機関の記載から、高知赤十字病院を削除することとなりました。
これを受けまして、高知県傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の小児の重症者の搬送先についても、救命救急センターである、高知赤十字病院、及び高知医療センターになっているところを、高知医療センターのみに修正を行うものになります。
私からの説明は以上となります。

（野並会長）
高知県傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準について、説明がありました。
この件につきまして、ご意見、ございませんでしょうか。
よろしいですか。
それでは、次に移ります。
議題4、救急患者連携搬送料の施設基準に係る取扱いについて、事務局から説明をお願いします。

（事務局）
事務局の医療政策課です。ご説明いたします。
97ページの資料4－1からが本議題の資料になります。
1枚めくっていただいて98ページをご覧ください。
先ほど議題の1のところでも話題になりました、下り搬送に関する事務連絡を、今回修正をお願いするものになります。
98ページの下段の資料の右の※書きのところになるんですけれども、転院搬送先の下り搬送の診療報酬を取るにあたっては、転搬先の候補及び対象となる病態等を、メディカルコントロール協議会等を通じて連携する医療機関と協議をするというふうに国の方が記載をしておりまして、次の99ページから、この施設基準等を記載しております。
これを受けて県の方から出した事務連絡が102ページの資料になります。
この施設基準に係る報告として、下り搬送の連携搬送料を取る医療機関と、その受け手の病院との連携のリスト、状態を記載したリストを、下り搬送をまず開始するときに、候補リストを県の方に提出いただいて、この救急医療協議会で、その内容を審査、確認をして、承認したものについて、厚生支局に届け出て、下り搬送の連携搬送料を取れるようになるというような形になっておりました。
その後、定期的に年に1度、連携搬送料を申請する病院は、定期報告を厚生支局に出す必要があるんですが、その定期報告をするたびに、そのリストの変更等があれば県の救急医療協議会の方に諮って、再度内容を確認していただくっていうことを令和6年度の診療報酬の改定時には、国の方はそういう見解を示していたんですけれども、実態としてなかなか毎年毎年、各県で協議会で諮って、医療機関も各県に報告してっていうのはなかなか煩雑ということで、103ページにありますように、厚生支局の提出様式、令和7年度の定期報告から、一番下の記載上の注意のところで受入先の連携リストについては、その都度、毎年メディカルコントロール協議会との協議の記録を添付するというところを削除されております。
これを受けて、102ページにある、事務連絡のなお書き一番下の部分を、今もう見え消しをしておるんですけれども、この2行を取る形で、県の方の対応も修正をしたいというふうに考えております。説明は以上になります。

（野並会長）
ありがとうございました。
救急患者連携搬送料の施設基準に係る取扱いについて説明がありました。
この件につきまして、ご意見等ございませんでしょうか。
よろしいですか。

（西山委員）
説明は以上なんですけど、追加でちょっと言っておきますけれども、98ページのところ、ここで連携搬送料、下り搬送すれば点数が取れるわけです。
ただし、取れる条件として消防機関の救急車を使ったら取れません。
ということで、消防機関の救急車は使わずにいってねっていうのが国の方の指針からも読み取れるかなあということになっておりますので、先ほどの三谷さんの質問に対して、さらに追加でした。

（野並会長）
他にございませんでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは次に移ります。
議題5、救急搬送における選定療養費の徴収について、事務局から説明をお願いします。

（事務局）
事務局の医療政策課です。
選定療養費の徴収については、昨年度の9月、12月の議会の方で、県議の先生方からご質問もございまして、茨城県が一昨年の12月から救急車による救急搬送の際に、緊急性が認められなかった場合に、患者からの選定療養費を徴収するという判断をして、実施をしております。
それを受けて、知事の答弁の中で、茨城県の方は救急搬送の全体のうち約半数程度が軽症患者であったというような事情と、救急搬送の状況とか医療現場が逼迫しているという声を受けて、知事の方が政治的に判断をして取組を始めたという答弁をされております。
本県としては、今現在救急搬送、議題1でもご説明したとおり、高知県は軽症患者の割合が42％程度で、全国平均46％ぐらいとなっております。
全国より、高知県の軽症患者の割合っていうのは下回っている、40％と高い状況ではあるんですけれど、下回っている状況で、今現在救急現場の逼迫は一定あるとは思うんですけれども、他県と比べれば、軽症患者の割合とかが低い点とかを踏まえて、少し慎重に医療現場の声や消防機関の声とかをお伺いしながらちょっと検討していきたいというような答弁をされておりますので、定期的にこういった救急医療協議会の場で、先行して取り組みされている茨城県の状況とかを情報共有させていただきながら、皆様のご意見とかを聞いていきたいと思って、今回議題に上げさせていただいております。
資料といたしましては、104ページからが茨城県が1年間取組をされての検証結果をまとめたものを、ホームページ上で公開しておりましたので、今回その内容をかいつまんでご説明させていただいた後に、意見交換をさせていただければと思っております。
まず104ページの（1）のところで、茨城県の、実際の徴収の状況を記載しております。
実際に選定療養費を徴収した件数は、対象病院に搬送された件数のうち2,840件となっております。
実際に対象病院に搬送された件数の内訳が、112ページの資料に下段の表で記載されておりまして、全体81,586件のうち軽症者は30,994件となっておりまして、その約1割弱の方から選定療養費を徴収するというようなことになっております。
対象病院と、対象外の病院との比較が上と下の段を見比べていただければわかるかと思うんですけれども、今回の選定療養費を徴収するということで、対象病院への搬送件数ってのは大幅に減少をしております。
それ以外のところについても、一定軽症者の救急要請というのを、抑制効果がありまして、若干微減というような形になっております。
113ページに、患者の症状別といいますか、軽症中等症以上で件数はどのように推移したのか、棒グラフで記載しておりまして、軽症患者の方が、5％程度割合としては対象病院に搬送された患者は減っていまして、中等症以上の方は、5％ほど上昇しているというところで、他県の救急搬送の中等症以上の上昇割合と同じくらい上昇しているため、中等症以上の受診控え、要請控えは起きていないんじゃないかというふうに茨城県は分析をしております。
その次の114ページの（4）で救急電話相談の状況等を記載しておりまして、今回、茨城県実施に当たって、♯7119に電話して救急車を呼んでくださいと言われたものについては、選定療養費の徴収対象にしないという見解を出しておりまして、その関係で迷った方には、♯7119にかけてくださいという広報もしている関係で、♯7119の件数が一定増加しているような状況です。
その関係で茨城県は回線の増設等、対応が必要になったというようなこともあります。
最後、まとめの部分を説明させていただきます。
118ページの（２）の運用後に見えてきた論点と対応というところで、特定の施設であることを理由とした徴収除外要請への対応っていうのがありました。
学校とか、福祉施設とかについて、責任は負えない、自分自身ではなくてお預かりしているお子さんであったりとか、高齢者の方になりますので呼んだ際に、選定療養費を徴収された場合、なかなか大変になるということで除外してもらえないかっていう声があったんですけれども、茨城県はそういった特定の施設を特別扱いすることなく、先ほど説明したように救急電話相談の方に相談していただいて、呼んでくださいといえば、原則徴収されないっていうふうに、アの2ポツ目のところに記載があるんですけれども、そういうことを周知して対応していたというところになります。
あと、イのところの徴収判断の平準化というところが課題として挙げておりまして、徴収する対象病院が複数ありますので、そこに所属する医師によって選定療養費を徴収するかどうかのばらつきがあったというところで、対象病院の医師とともに、6月から9月にかけて4回ほどワーキングを開催して、徴収判断の際に注意を要する症状や判断のポイントなどを、まとめたリーフレットを作成し、配ることで平準化を図ったというところがあります。
最後、総括になるんですけども、茨城県としては、先ほど説明したように、救急要請は一定抑制効果があって、かつ中等症の方の受診控えというのが、それほど見受けられなかったため、救急車の適正利用に関して、一定効果があったものと判断しております。
最後、ただ一方で、本制度の運用においては、救急車の呼び控えによる重症化など、県民の健康に悪影響を及ぼすことのないよう、周知していくことが重要であるとまとめております。
これを受けて、高知県の方で、選定療養費を徴収するというところを、どのように考えていくか、今の救急搬送の実態とか医療機関の救急の逼迫状況とかを踏まえて、皆様のご意見はどのようなものかっていうのを、今回お聞かせいただければと思っております。
説明は以上です。

（野並会長）
救急搬送における選定療養費の徴収について説明がありました。
この件につきまして、ご意見ございませんでしょうか。

（吉川委員）
先ほどの説明でちょっと聞きたいことがありまして、徴収判断の平準化というのがありますよね。それいくつかの病院で、平準化するために、いろいろとね、リーフレットを作成したということですけれども。
それぞれの病院間のその徴収の比率がどうであったかというようなことはわからないんですか。それがあまり大きいと問題があると思うんですけどね。

（事務局）
医療政策課です。
県の方が茨城の方に直接聞き取り等を詳細にしておりませんので、ホームページに公開されている、今回お示しした資料に記載している内容以上のことは現在把握しておりません。
そういった点も踏まえて、次報告する際にはそういったところも把握したいと思っております。

（田中委員）
医師会の田中ですが、＃7119が活用されているのはよく表でわかるんですけど、この＃8000の方がですね、何か減ってるんですが、＃8000の方ではあまりその影響が出ていなかったということなんでしょうか。114ページの表のところを見ているわけですけれど、＃8000は、前の年が67,000件ですけど、次の年は62,000件に減っているようなのですが。
この辺が＃7119とちょっと違うように思うんですが、この辺は何かありましょうか。

（事務局）
すみません、その点についてもすいません。
ちょっと詳細を把握しておりません。申し訳ございません。

（安岡委員）
救急医療情報センターの安岡と申します。
1点お聞かせいただきたいと思います。
＃7119から、救急搬送と言われた場合は、徴収しないというお話でしたけども、確かに＃7119から救急車を呼んだ方がいいよって言われたことを、どこが確認しているのか。病院が確認しているんですか、それとも消防の方が確認されるんですか。

（事務局）
その点についても、県の方で詳細把握をしておりません。

（野並会長）
他にご意見はございませんでしょうか。

（田中委員）
この＃8000も、救急車呼びなさいということで、そういうふうな条件がクリアされるわけですかね。＃7119はそういうことで、救急車を呼びなさいというから徴収されない。
＃8000も同じことですか。

（事務局）
そうですね。救急電話相談というふうに記載しておりまして、茨城の方で、救急電話相談としてまとめて、＃7119、＃8000を記載しております。
学校現場で問い合わせてということだと＃8000になるかと思いますので、茨城県としては＃7119、＃8000いずれにしても、相談して救急車呼んだ方がいいと判断されたケース、ちょっとどうやって、それを医療機関にお伝えしているかすいません把握していないですけれども、どちらの相談ツールであっても、呼んだ方がいいと、相談して言われたら、おそらく除外されているものと思います。

（吉川委員）
＃8000のことに関係している吉川ですけど、＃8000はですね、高知県なんかは看護協会が請負ってやっていますけれども、他県では業者に委託しているところがあるようです。
業者に委託しているときは、もう医療機関受診しなさいという率が、ものすごい高くなるような業者もあるようです。
だから、救急車を要請しなさいという率はどうかわかりませんけども、そういうふうな業者間の差があるので、そこが救急車にしなさいといわれたら、もうそれでいいのかどうかそういうふうなことも気になるところであります。
以上です。

（野並会長）
いかがでしょうか。
現場としては救急現場としてはそこまで、危機感は今のところはまだない、というふうに考えてよろしいんでしょうか。

（三谷委員）
今のところは、例年ですね南国市においても、救急出動件数というのは、過去最高を更新しております。
ただ郡部によっては、もう救急の件数が減っているところがございまして、人口減少等と思いますが、ちょっと今、様子を見ているような状況ではあります。
この資料を見た感想としましては、意外と救急件数が減っていないなというふうな、もっとすごく減るんかなというような印象もありましたけど、それほど減っていないなという印象であります。
以上です。

（中城委員）
高知市につきましても非常にこう、逼迫しているという状況ではございません。
ただ、こういった中で、選定療養費を徴収というところで、例えば、救急の要請控えなんかがあるとやっぱりちょっとしんどいかなというところが、正直ございます。
いずれにしましても状況については、しっかりと把握をした上で、こういった部分については慎重に考えていかなければならないと考えております。


（野並会長）
ありがとうございました。
高幡とか安芸の方はいかがでしょうか。
安芸市はいかがですか。

（川谷代理委員）
安芸市は、出動件数の方は昨年度より若干減っておる状況です。
数字的なところは、そのような状況です。以上です。

（野並会長）
高幡地区はいかがでしょうか。

（佐々木委員）
高幡消防です。
高幡消防につきましては、令和6年と比較して令和7年は若干増えております。
まだ増加傾向にはあります。数字的にはですね。
出動件数に関してはそういうことになります。

（西山委員）
メディカルコントロール専門委員会の西山です。
結局これ見てみましたら、徴収率っていうのがもう3％程度なんですよね。
その理由としては、選定療養費を取るという病院がもう限られているという、すべての病院ではないということがあります。
そして、あとは取らないでいいっていうのが例えば＃7119にかけとったら取らなくていいと、入院になったら取らなくていいと、これだったら取らなくていいっていう制限がすごくあるんですね。
だから結局は3％程度なのかとは思いましたけれども、その3％程度のおかげで、病院に入る収入は、だからもうあんまり増えないと思うんですよ。
けれども中等症は増えて、搬送数は増えてるけど、軽症も増えるはずなんですよね。
けど軽症は減りましたから、やはりこれもう選定療養費を取るよということだけで、軽症の人は減ったのかなあと、そしたら有効だったのかなあという感じがいたします。
以上です。

（野並会長）
それで、高知はどのようにいたしましょうか。

（西山委員）
高知の場合はもう皆さん、ここの15年先行ってますので、もう既に減ってきているんですよね、郡部の方では。高知市消防局ぐらいだと思うんですけれども、あとは減ってきていますので、それほど郡部の方にとっては、あまり影響はないのかなと。
いうので、そして高知市消防局も、今から減り出す局面に入ってくるのかなというふうに思っておりますので、この選定療養費をっていうのは、本当に個人によってもこれ違いますので、本当に難しいとこありますので、そこまでしなくても、病院の収入にはほとんどならないと思っております。

（野並会長）
ありがとうございました。
他にご意見ございませんでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは高知県、もう少し取らないで欲しいという結論とさせていただいてよろしいでしょうか。
それでは、次に報告事項に移ります。
報告事項１、救急告示病院の新規認定について説明をおねがいします。

（事務局）
医療政策課より説明をいたします。
121ページ、資料6をご覧ください。
今年度、救急告示病院の新規認定が1件ございましたので、今回ご報告をさせていただきます。病院としては南国厚生病院になります。
新規認定されたのは、令和8年1月16日からになります。
認定にあたっては、ページが前後しますけれども、125ページにある、高知県救急医療協議会の部会であります救急医療体制検討専門委員会の方で、まず新規認定について、意見照会を行いまして、125ページにあるとおり、委員の皆様からご意見を頂戴いたしました。
それに対して、県と南国厚生病院の方で回答をいたしまして、委員の皆様からは、124ページに記載のとおり、皆様から承認するというご回答をいただきまして、一段階目の審査はパスをしました。次に123ページに記載のとおり、今回集まっていただいてる皆様、救急医療協議会の皆様にですね、意見照会をさせていただきました。
委員の皆様から頂戴した意見を記載しておりまして、それに対する回答を、また南国厚生病院と県の医療政策課より、回答させていただきまして、その意見を受けて、委員の皆様から、承認するというご回答を122ページに記載のとおりいただきまして、今回、1月16日付けで、新たに新規認定をさせていただきました。
説明は以上になります。

（野並会長）
ただいまの報告につきまして、ご質問はございませんでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、次に移ります。
報告事項2、救命救急センターの新しい充実段階評価について説明をお願いします。

（事務局）
医療政策課からご説明します。
資料127ページをご覧ください。
救命救急センターの新しい充実段階評価についてということで、厚生労働省からの通知を載せております。
毎年、救命救急センターの充実段階評価というものが実施されています。
こちらは、救命センターの充実度を評価することにより、機能強化、質の向上を促す、全国の救急医療体制の強化を図る目的で実施されております。
今回令和7年度の充実段階評価から新たな項目が加わりましたので、委員の皆様にご報告いたします。
通知の下の段、評価項目及び配点基準の見直しが行われました。今回、他職種連携の観点から、看護師の配置等に係る評価項目が新設されました。また、医療機能の評価に関する項目が一部変更となりました。
詳細については129ページをご覧ください。
令和7年度から新たに追加された項目について、救急外来に配置する看護師について、あらかじめ取り決められていることで、新たに1点の加点があります。
またそれに加え、院内に救急医療に関する専門性の高い看護師が勤務しているというところで、さらに1点が加点されます。
また、第三者機関による医療機能の評価について、これまで日本医療機能評価機構のみであった認定機関がISOまたはJCIによる評価を受けていることも評価されるようになりました。
すべての評価項目については、次のページからが毎年行っている評価項目の一覧表になっております。
また、今後も、厚労省において評価項目の、引き続き検討を行っていく予定ということは伺っております。３つの救命センターに対して、充実段階評価に基づいた、医療提供体制の充実について取組を促していきたいと思っています。
以上です。


（野並会長）
ただいまの報告につきまして、ご質問等ございませんでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは次に移ります。
報告事項3、心肺蘇生を望まない傷病者への救急隊の対応に関するプロトコールに基づく対応実績について、説明をお願いします。

（事務局）
消防政策課です。
資料の144ページをご覧ください。
こちら、心肺蘇生を望まない傷病者への救急隊の対応に関するプロトコールの対応実績についてになります。
まず、心肺蘇生を望まない傷病者への救急隊の対応に関するプロトコールは、終末期の患者の方が、心肺停止した際に本人の意思に基づいて、救急隊が心肺蘇生を中止または省略しまして、現場等で看取るための活動手順でありまして、こちら令和6年5月28日から、高知県内で施行されております。
こちら144ページの資料ですね、本プロトコールの県内15消防本部の対応実績の件数をまとめたものになっております。
プロトコール施行から令和8年の2月末までで、DNARの意思表示があった事例が23例ありまして、うち不搬送が5例、搬送したのが18例となっております。
不搬送5例のうち、医師からの指示書等の書面確認及び医師への電話確認、両方を実施した事例が2例。医師への電話確認のみの事例が3例となっております。
搬送18例のうち、主治医等の指示で蘇生を行わずに、搬送を行った事例が3例、プロトコールに基づく医師による指示などの確認がとれずに通常の手順で蘇生をしながら搬送を行った事例が15例となっております。
次のページの145ページは、こちらの件数の各消防本部ごとの内訳になっております。
なお、このプロトコールに基づき対応する事案の中で、ご家族の方が先に警察の方にも連絡をしていて、救急隊が到着した際にはすでに警察官の方も臨場しているという場合がありますので、こうしたとき、警察にはこのプロトコールによる手続きを理解してもらった上で、対応してもらわなくてはいけませんので、先日、県警本部の捜査1課を訪問しまして、こちらのプロトコールについて説明を行いまして、理解してもらうとともに、再度、警察内で周知をしていただけるということで話をしております。
私からの報告は以上になります。

（野並会長）
ただいまの報告につきまして、ご質問はございませんでしょうか。

（田中委員）
先ほど警察を呼ばれたというような事情というか、何か事故的なもんで、DNAR意思表示をしとった方が事故か何かだったということですか。
事故だったら呼ばんといかんでしょうけど。

（事務局）
消防政策課です。
事故ではなくて自宅内で呼吸停止をされた方がおって、それを家族の方が発見して、まず警察の方に連絡をしたという事例になっております。

（西山委員）
その方は某病院で癌の末期で診られている方です。
ですから、おそらく家族の方も、もう亡くなるんじゃないかなとわかっておられたんじゃないかなっていう気はします。
そこで亡くなっておられたので、どこに連絡したらいいんだろう。
本当の正解としては、診てもらっている病院の方に連絡をしてっていうのが正解だと思います。病院の先生が診に来るなり、何なりというところがあるんですけれども。
ちょっとそこで警察の方に連絡をしてしまったということですね。
そして警察官の方がお2人ほどその現場の方に訪れまして、警察官もどうしようかねっていうところで、警察官の考えとしてはそのときは、このまま置いておくと保護者死体遺棄罪になるので、消防を呼びなさいと言って、警察の方に促されて、家族は呼んだと。
そして、高知市消防局がそこで出まして、出るときにもう既に、どこどこ病院で癌で診てもらっているっていうことも全部わかっていました。
そしてそれを現場の方に行きまして、確かに亡くなっているというのをさらに確認し、心電図をつけて心停止を確認し、というところで本来であればこれ不搬送だと思うんですよね。
けれども家族の方が、その消防の方もその病院の方に連絡してくれて、本当にこれは死亡で、先生、間違いないですかって言ったら、先生の方が、早晩そんな感じになると思っていた。すまんけれどもその現場には行けないから、搬送していただけないだろうかということで、消防の方は、蘇生行為はせずに病院の方に搬送して、死亡診断書を書いていただいたというようなことなんですね。
だからそこでちょっとやはり警察との齟齬があったので、警察の方に、これ一応見てもらっているんですけれども、なお、もう一度確認していただく必要があるんかなと。
実は、前も僕同じ症例にあたってまして、電話とって、もうそれはかかりつけ医を呼びなさいって言っていたんだけれども、かかりつけ医がなかなか来れる距離じゃないので、警察の方を呼んで、警察が来てくれて警察がすぐ消防を呼びなさいということがありましたのでということです。

（吉川委員）
今の話を聞いていたら、高齢の方だったら、その順番がわからないんだったら、このプロトコールだけにプロトコールに呼ぶ順番も書いて、そこに置いておくとか、そういうことはされているんですか。

（西山委員）
今回決めたのは、心肺蘇生を望まない傷病者に対する救急隊の救急対応のプロトコールを決めましたので、実は、そこでその方が亡くなっている。そしてDNARも持っている。電話をかけてみたら蘇生なしでいいよという、そこまでなんです。
そのあとその人をどうするのっていうのは決めてないんですよ。
東京消防庁の場合は、45分以内にかかりつけ医が来るのであれば、かかりつけ医が来るまで、救急隊がそこに待機して、かかりつけ医に患者を引き継ぐというふうに書かれています。
そして、46分以上12時間以内に来れるという場合は家族に引き継ぐ、そして救急隊は帰るというふうになっています。そこを決めてないんですよ。
だから、かかりつけ医に引き継ぐのか、それとも家族に引き続くのかっていうのを、東京消防庁は45分を区切りそして12時間を区切って決めているんですけど、そこまではちょっとまだ決めていないんですよ。
これ決めるためには、かかりつけ医と話をしておかないとやはり決められないと思いますので、その辺は県の医師会などとの話し合いが必要かなと思っています。

（田中委員）
先生この表のですね、左から2つ目、書面確認0、医師へ電話確認3例と、これは高知の場合は基本的には書面と、医師への確認の2つを原則とするというのが今のところなんですけど、もう結局は、医師が責任持つと、そういうことに関しては全部責任持つから送らんでいいよというようなことだったということですか。

（西山委員）
そしてこれの僕の知っている1例は、某病院の先生が、今からそちらの方に行くから、死亡確認は私がしますので、その方は、もう早晩と思っていましたので、ということで、とにかく蘇生せんとってくれと、私が今から行きますからということで、不搬送で、そこにすぐドクターが来てくれました。そして不搬送になったというのが、これ1例だけですけれども。

（野並会長）
他に、ご意見ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは次に移ります。
報告事項4、気管挿管実習について、事務局から説明をお願いします。

（事務局）
消防政策課です。よろしくお願いいたします。
資料はありませんので、口頭での報告となります。
メディカルコントロール専門委員会でもたびたび課題として挙がっておりました、気管挿管実習を必要としている、救急救命士の数に対して、実習を受け入れていただける医療機関の数が足りていない状態。いわゆる需要量に対して、供給量が追いついていないという状況により、救急現場で気管挿管を実施するための資格を持たない救急救命士が増えている、という問題提起が各消防本部から続いておりました。
具体的には、医療機関による気管挿管実習の受け入れ数は、高知県全体で毎年約10名程度。
これに対して実習を必要としている救急救命士の数は、現時点で約30名。
加えて、毎年15名程度の消防職員が、救急救命士の国家試験に合格しており、挿管実習を受けたいが受けることができない救急救命士の数は徐々に積み上がっている状態です。
こういった状態を受け、事務局では、各医療機関に個別にご相談をさせていただき、高知赤十字病院、高知医療センター、2つの医療機関に、令和8年度から新たに実習の受け入れを再開もしくは開始していただけることとなりました。
これにより、令和8年度以降の救急救命士の気管挿管実習計画に、一定の目処が立ち、救急現場において、質の高い消防救急サービスを提供ができる下地を整えることができました。
今回受け入れを再開、開始していただけることとなりました、高知赤十字病院、高知医療センターを始め、引き続き実習を受け入れていただいております、全医療機関に、消防機関を代表し、改めてお礼を申し上げる報告とさせていただきます。
私からの報告は以上となります。

（野並会長）
ありがとうございました。
ただいまの報告につきましてご意見ございませんでしょうか。
それでは報告事項５、その他について、報告をお願いします。

（事務局）
資料146ページをご覧ください。
昨日、資料を最終チェックしていたときに連絡をいただいたんですが、今年の5月22日、23日に第42回日本救急医学会中国四国地方会が高知県で12年ぶりに開催されます。
座長は高知大学の宮内教授になります。
主催事務局として、この救急医学会に合わせて24日に、消防職員向けの第1回高知PEMECコースを初めて開催されたいということで、高知県救急医療協議会に対して後援の申請がございました。
PEMECについては、資料の147ページに日本臨床救急医学会のホームページをちょっと抜粋したものを掲載しております。内因性の傷病者に対する病院前救護活動の標準化を図るために、消防機関の救命士に対して、実習を行うものです。また、県下の消防本部の職員を中心に募集を考えてくださるそうです。
オブザーバーとして、医師、看護師等も受講予定となっております。高知県としては初めてのプログラムであるということで、このことについて後援申請ＯＫしてよろしいかということを協議会の委員の方々に諮りたいと思います。
以上です。

（野並会長）
この件に関しまして、ご質問ございませんでしょうか。
よろしいですか。ご意見ございませんか。
それでは、当協議会として後援をするということでよろしいでしょうか。

（一同）
はい。

（野並会長）
ありがとうございます。後援をさせていただきます。
以上で、本日予定しておりました議事はすべて終了いたしました。
委員の方々他に何かご質問ございませんでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは進行を事務局の方にお返しいたします。

（事務局）
野並会長、議事進行ありがとうございました。
[bookmark: _GoBack]また、委員の皆様には、ご意見、ご議論いただきまして、誠にありがとうございました。
それでは以上をもちまして、本日の会議を終了いたします。
長時間にわたりましてご議論いただき、誠にありがとうございました。
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